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１． 本事業の背景と目的 
 

１.１. 背景・目的 

これまで ASEAN は日本企業から生産拠点として位置づけられていたが、現在は成長す

る消費マーケットと認識されている。これらの動きを受けてサプライチェーンも全域に広

がりつつあり、ASEAN における物流事業者への要求も日々難易度が高まっている。 
従来の物流事業者のサービス範囲は、港湾の後背地に立地する生産工場に日本から部品

を提供し、生産された完成品を首都圏に供給することや、再び輸出することが主流であった。

しかし、ASEAN 全域で経済水準が高まり、都市基盤・生産技術・購買力などが上昇してく

れば、首都と地方都市や地方都市間の物流ニーズが高まることが想定される。日本企業の萌

芽事例も着実に増えており、日系メーカーのプラスワンと呼ばれる動き（廉価な労働力の周

辺途上国に第二工場を設立する）や素材メーカー（高付加価値・小型の貨物）の進出、日系

小売店の地方都市展開などが挙げられる。これらの進出企業の課題の一つが物流インフラ

の未整備とそれに起因するコストの高さである。また、現時点では、特に GMS 地域におい

て一定規模の荷量が確保できるまでの経済活動になっていない。そのため積載率を高める

ことができず、物流コストが引き下がらない状況にある。 
今後、ASEAN で経済統合が進んでくれば、日本企業の活動範囲もさらに拡大していく。

ASEAN 加盟国の間には国境があり、クロスボーダー輸送を図る場合も ASEAN 域外と同

じような貿易手続きが発生する。しかし規制緩和などによる物流のシームレス化が進めば、

ASEAN 各国に設けられている生産工場が集約されることで、さらなる稼働率および生産効

率の向上を追求することも考えられる。その場合は、ASEAN 全域から部材を調達し、生産

した完成品を ASEAN 全域へ提供する動きにシフトするだろう。 
ASEAN、特に GMS 域内の物流ネットワークを構築する場合、主要都市間の距離からし

てトラック又は鉄道輸送が望ましい。ただし、鉄道インフラは未整備な箇所が多く、当面は

トラックによる陸上輸送になる。しかし、フルトラック貸切便で結ぶこれまでのような輸送

方法を全域に広げていくことは非効率である。大型トラックを満載する荷量が確保できる

のは特定貨物・荷主の輸送のみであり、地方都市や小型の製品を製造する企業での導入は難

しい。このような場合にはハブアンドスポーク方式を導入することが効率的である。 
 
本調査では、メコン地域の中間地点であるラオスに積み替え拠点を設けて、その拠点と周

辺国の各都市を混載トラックで結ぶ共同集荷・共同輸送システムの構築を目指し、調査を進

めていく。 
このシステムが実現できれば、フルトラックの荷量に満たない拠点間の物流ニーズに対

応ができ、トラックの回転率と積載率を高められる。よって、まずは現行の法制度や税関当

局の認識を踏まえて、国をまたいだ混載輸送や外貨の積み替えが可能であるかを確認した

上で、積み替え用地やルートを設定して実現可能性を検証していく。さらに、共同集荷・共
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同輸送システムの導入によってトラックの輸送効率が向上し、物流コスト低減が実現でき

るかを荷主との意見交換を通じて確認する。 
 
今回のようなシステムは海上輸送で一般的に行われているものの、陸上輸送では前例が

無い。ラオスの保税輸送は、FCL であれ LCL であれ入国から出国まで同一コンテナが通過

することが原則である。コンプライアンスを担保したまま、保税のままトラックから別のト

ラックに積み替える新たな業務プロセスを、税関当局と調整をしながら作っていくことが

求められる。そこで、実証運行として複数都市からラオスを中継した輸送を実施して、税関

現場のオペレーションを調整したり、実運営に向けた法制度・設備の課題を明らかにしてい

く。 
 

１.２. 実施内容 

本調査では、①提案するシステムを運用していくために必要な業務プロセスを関係各所

と調整した上で設計し、②実証走行によって現場オペレーションに関わる障壁を把握し、実

導入に向けた課題を整理する。さらに、③荷主の関心意向を確認した上で共同集荷・共同輸

送システムのあり方を提言した。 
①に関しては、積み替え拠点での保税制度と申請手続きを整理した上で、税関当局との調

整を進める。また、積み替え作業を実施する保税蔵置所を確保して、実証運行の計画を策定

した。 
②に関しては、実際に貨物を輸送することで、作業場所の適性確保や現場オペレーション

（庫内や税関の手続き含む）に支障が無いかを確認する。また、実証運行で明らかになった

積み替えに伴う業務負荷を勘案して、より簡便かつ効率的な運用を目指すために取り組む

べき課題を整理した。 
③に関しては、共同集荷・共同輸送システムの活用が想定される荷主や物流事業者等への

アンケートやヒアリングを通じてニーズを確認し、荷主に支持されるであろう最低限のサ

ービス水準を明らかにした。 
これらを踏まえて、最終とりまとめを行い、共同集荷・共同輸送システムの実現に向けて

我が国として関係各国へ提言していく施策を検討した。 
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２． メコン地域における共同集荷・共同輸送システムの検討 
 

２.１. 実証運行に向けた事業サイト・ルートの選定 

１） メコン域内の貿易金額・量・品目の整理 

国連等の国際機関や、各国貿易統計、JETRO の既存調査結果等を用いて、定量的に対象

地域内の貿易実態を把握する。メコン地域にはカンボジアやラオス、ミャンマーも含まれる

が、これらの地域の経済規模は小さいため、本調査ではタイとベトナム間を中心にメコン域

内の貿易動向を整理した。 
国連統計によると、メコン域内の荷動きはタイとベトナム間の貿易が大部分を占めるも

のの、タイを中心にカンボジア、ラオス、ミャンマー間で貿易等メコン域内の各国間で貿易

が行われている。 

 

表 1．対象地域の貿易金額（赤背景色が上位 6位） 

 

※ ミャンマー、ラオスは輸出額の統計データがないため、相手国の輸入量で代替。 

出所）国際連合 COMTRADE 

 

タイとベトナム間の貿易を金額ベースで分析すると、多くの品目でタイからの入超にな

る。特に、工業製品およびその原材料についてタイからベトナムに多く、ベトナムからタイ

へも一定量輸出されている。 

単位：米国ドル

相手国＼輸出国 タイ カンボジア ラオス ミャンマー ベトナム

タイ 235,724,568 1,360,045,077 4,032,925,926 3,069,558,995

カンボジア 3,978,055,792 5,368,263 262,568 2,933,996,771

ラオス 3,734,421,427 582,272 423,186,684

ミャンマー 3,788,633,160 675,413 229,746,918

ベトナム 7,181,237,969 108,058,301 668,724,325 123,514,887
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出所）国際連合 COMTRADE 

図 1 品目別の貿易金額（タイ⇔ベトナム） 

 

タイとカンボジア間の貿易を分析すると、多くの品目でタイからの入超になる。特に、食

品、燃料鉱物資源、工業製品およびその原材料についてタイからカンボジアに多く輸出され

ている。また一部、カンボジアからタイに工業製品が輸出されている。 
 

 
出所）国際連合 COMTRADE 

図 2 品目別の貿易金額（タイ⇔カンボジア） 
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タイとラオス間の貿易を分析すると、多くの品目でタイからの入超になる。特に、燃料鉱

物資源、工業製品およびその原材料についてタイからラオスに多く輸出されている。また一

部、ラオスからタイに燃料鉱物資源や工業製品が輸出されている。 

 
出所）国際連合 COMTRADE 

図 3 品目別の貿易金額（タイ⇔ラオス） 

  

タイとミャンマー間の貿易を分析すると、食品や燃料鉱物資源、工業製品およびその原材

料がタイからミャンマーへ多く輸出されている。一方、ミャンマーからタイに燃料鉱物資源

や工業製品が多く輸出されている。 
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出所）国際連合 COMTRADE 

図 4 品目別の貿易金額（タイ⇔ミャンマー） 

 
２） 対象ルートの選定 

上記の通り現状で貿易量が多いのがベトナムとタイ間であり、東西経済回廊のまさに東

西に位置する両国に陸上ルートを構築することで、中期的には成長著しいラオスやカンボ

ジア、ミャンマーにも波及すると考える。本業務では、ベトナムとタイ間をルートの中心に

絞り込み、また日新の物流拠点がありベトナムとタイの間に位置するラオスを含めて共同

集荷・共同輸送システムを構築することで効率的に業務を実施した。 
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２.２. 事業サイト・ルートにおける共同集荷・共同輸送システムの提案 

東西経済回廊では、道路インフラの整備や輸送サービスの商品化が進んだことで、FCL を

利用した国際陸上輸送が拡大しつつある。また、地方部や周辺国の経済成長や企業進出など

も相まって、FCL から派生した小口の貨物も普及しつつあるものの、小口貨物に対応する

サービスはなく、新たに共同集荷・共同輸送システムを提案した。 

 

 

図 5 共同集荷・共同輸送システム 
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図 6 実証事業における共同集荷・共同輸送システムのルート概要図 
 
 
ラオスのサバナケットにクロスドック（保税倉庫）の拠点（ハブ）を設ける。ここが共同

集荷・共同輸送システムの拠点となる場所である（イメージとしては全日空の沖縄ハブ、

FedEx のメンフィスハブなどがある）。タイ・バンコクの荷主（ハノイへの貨物）の目線で

は、バンコクで出荷した貨物が他の荷主の貨物とともに混載され、同じトラックで通関後に

サバナケットまで輸送され、新たにサバナケット・ハブからはビエンチャン及びサバナケッ

ト地元からの貨物と一緒にハノイ行きの異なるトラックで共同輸送される。この結果、荷主

は小ロットでトラックを貸切にする必要がなく、定時輸送が可能となる。 
また、物流事業者の観点ではバンコク⇔サバナケットを A 社、ハノイ⇔サバナケットを

B 社と共同でサービスを実施することも可能となる。言い換えると物流事業者がクロスド

ック拠点と新たな都市や地域との共同集荷・共同輸送のトラックサービスを実施すれば、サ

バナケットで他のトラックサービスに接続することで多様な方面へと配送可能となる。 
これらの仕組みは複数都市から集荷された貨物をクロスドック拠点で積み替えることに

なり、この場合、それぞれのトラックが時間厳守つまりはダイヤ通りに走行することがキー

となる。輸出者にも出荷時間を守ってもらい、定時運行を実施することがシステムの成功の

ポイントとなり、通関等の行政手続きの組み込んだ定時性確保が重要である。 
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なお、本業務では実証事業に協力してもらえる荷主が存在するバンコク、ビエンチャン、

ハノイの 3 都市間の輸出入貨物をターゲットに、上図の通りサバナケットにクロスドック

（保税倉庫）を設けて 3 都市間での共同集荷・共同輸送システムを構築した。 
 

 
図 7 サバナケットのクロスドック（保税倉庫）の位置 

 

クロスドック（保税倉庫） 

至 タイ 至 市街 
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図 8 サバナケットのクロスドック（保税倉庫） 

 
クロスドック内のレイアウトについては、ラオス国内の内国貨物とラオス国外の外貨取

扱を保税倉庫内で取り扱うことになるため、内国貨物と外国貨物のエリアを分け、貨物の出

入りする貨物を明確に区分し、保税倉庫内のオペレーションを行う必要がある。 
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図 9 クロスドック内のレイアウト例 

 
In Area を、国内外からのトラックが到着し、荷降ろしを実施し、その貨物を一次保管す

るエリアとし、ここに貨物がある時に輸出入申告や保税手続きを実施し、申告が終わったも

のは Cross Area に移動させる。 
Cross Area を、輸出入申告や保税手続きの結果を待って、外貨取扱エリアと内貨取扱エ

リアとの間で移動するエリアとし、税関による現物確認が必要な場合はここで実施する。 
Out Area を、トラックでの出荷待ちし、方面別の仕分けを実施後、トラックへの積み込

みを実施するエリアとし、国外へと出発するトラックはシールをして、その ID の確認等を

行う。 
ベトナムからラオスおよびタイに輸送する貨物を混載する場合には、これまでラオス国

境で行っていた、通関手続きをサバナケットで実施する必要がある。例として、ベトナム・

ハノイからラオス・ビエンチャンに輸出する貨物とベトナム・ハノイからラオスを保税輸送

してタイ・バンコクに輸送する貨物を混載する場合を想定する。現状の物流体系では、ビエ

ンチャン向けとバンコク向けの貨物を、ベトナム・ラオスの国境でそれぞれ輸入手続き・保

税手続きを行う必要があり、輸入手続きを終えた内国貨物と保税手続きを終えた外国貨物
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Cross Area
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を同一トラックで輸送することができないため、別々のトラックで輸送する必要がある。本

事業においては、それらの貨物を 1 台のトラックで輸送し、物流の効率化を図ることを目

的としているため、ビエンチャン向けとバンコク向けの貨物を混載したままベトナム・ラオ

ス国境からサバナケットまで保税転送を行い、サバナケットの保税倉庫で輸出手続きおよ

び保税手続きを実施する。 
 

 
図 10 ベトナム発 ラオス・タイ向け貨物の輸送例 

 
これらの取り組みが実現することにより、積載率の向上（片荷の解消）による運賃の低廉

化の実現や定時性の向上が期待される。 
LCL の定期サービスがない同エリアにおいては、これまでは各社がチャーター便でトラ

ックを確保する必要があり、FCL を仕立てられない限り、１件あたりの運賃が高額になっ

てしまう。また、帰り荷の確保ができない場合には、帰り便の運賃を実質的に荷主が負担す

る形になることもあるため、さらに輸送費が高額になる可能性がある。これに対して共同集

荷・共同輸送システムが実現し、複数の荷主の貨物を混載できるようになれば、積載率が向

上し、また片荷のリスクも軽減されることで、運賃の低廉化が期待できる。 
また、これまでは傭車ベースの物流であり、定時性の担保が荷主の出荷に依存していたが、

定時性を担保することで安定的な物流を確保可能となる。ただし、通関等の行政手続きの組

み込んだ定時性が本当に確保できるかの検証は必要である。その結果として、現状ではロッ

トがまとまらないことから商取引が成立していない分野でも小ロットでの低廉かつ定時性

の高い仕組みができることで、これをベースにした新たな商取引が発生し、ASEAN 内の新

たな貨物需要を喚起できる可能性がある。 
さらにクロスドックを拠点とした小ロットの定時サービスが主に ASEAN 内の大都市間

で成立すると、経済発展とともにそのサービスエリアは拡大することが期待され、多方面向

けにサービスが展開することが期待される。 
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図 11 多方面向けのサービス展開（将来イメージ） 
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２.３. 共同集荷・共同輸送システムに係る現状調査及び需要・市場調査 

１） 共同集荷・共同輸送システムに係る現状認識の精査 

東南アジア地域は、アジア太平洋地域の経済成長を牽引する地域の 1 つであり、今後も

急速な発展が期待される。経済の拡大に伴い所得水準の上昇と中間層の拡大も見通される。 
 

 

出所）IMF 

図 12 各国の GDP 成長率 
 
ASEAN 全域で経済水準が高まり、これまで経済の中心にあったタイ・バンコクに加え、

タイ・地方部、ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマーの経済成長が期待されている。

都市基盤・生産技術・購買力などが上昇してくれば、首都と地方都市や地方都市間の物流ニ

ーズが高まることが想定される。日本企業の萌芽事例も着実に増えており、日系メーカーの

タイプラスワンと呼ばれる動きが加速している。 
この動きの背景には、タイ国内の労働者リソースが不足したことがきっかけで、サテライ

ト工場を周辺国に設置する動きであった。2014 年からは税制優遇も終わり自動車産業が失

速しているため、動きはすこし沈静化している。しかしながら、タイの人件費高騰は続いて

おり、より生産コストの安い国への工場移転は進んでいくと見られる。 
これらの動きに伴い、タイ地方部やラオス、カンボジアなどにサテライト工場が設立され

ることや、タイとベトナムの工場で部材や完成品の融通が活発になり、面的な広がりを持つ

広域な物流網が必要になってくることが予想される。 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

G
D

P成
長

率
（
％

）

日本

中国

ASEAN-5

インド

米国

イギリス

ドイツ



15 
 

 

 

出所）JETRO セミナー資料 

図 13 タイプラスワンの動向 
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２） 共同集荷・共同輸送システムの需要・市場調査 

現在、メコン域内でクロスボーダー輸送を行っている荷主にヒアリングを実施し、共同集

荷・共同輸送システムの利用が今後見込まれる事業者の特性や貨物の特徴を検証した。 
メコン域内に工場を保有するメーカーは、メコン域内で原材料や部材、完成品の輸送を行

っており、多くの場合海上輸送を行っている。現在、陸上輸送を行う場合には、定期便がほ

とんどないため、チャーター便で輸送する必要があり、FCL を仕立てられない限り、物流

費が高額になってしまう。新しい消費者ニーズの誕生と取り扱い荷量の拡大による運賃の

低減が実現すれば、荷量が十分でない路線を束ねることができ、大型トラックの積載率を高

められ、輸送コストの大幅な削減や、これまで運行できなかった路線が開通することでリー

ドタイムの短縮される可能性が考えられる。 
 

① 寝具メーカーA 社 
メコン域内

の輸送実績 

・ ラオス国内の委託工場で寝具などを生産しており、部材や製品をラ

オス委託工場とタイ工場間で輸送している。 

現状の課題 ・ 1 週間に 1 度、6 輪トラックで往復輸送していたが、高コストのため、

20ft コンテナで 1 カ月に 1～2 回程度の頻度でタイの倉庫からラオス

の委託工場へ部材を輸送し、2 か月に 1 回程度完成品を帰り便で輸送

するオペレーションに変更した。 

物流ハブ活

用ニーズ 

・ 輸送コストに課題があるため、共同集荷・共同輸送システムによりコ

ストが低減するのであれば、活用可能性がある。 

物流ハブ活

用にあたっ

ての課題 

・ 共同集荷・共同輸送システムを使用するための条件としては、1. 定

期的なスケジュール / 2. 定時輸送 / 3. コスト（現行の 3-4 割程度

の運賃を希望）を満たす必要がある。 
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② 衣類メーカーB 社 
メコン域内

の輸送実績 

・ ラオス国内の工場で輸出用衣類を製造（上海、タイにも工場有り）、

スペイン（3-4 割）、東京（5-6 割）、大阪（1 割弱）に輸出してい

る。 

・ 同社工場にて 20F or 40F にバンニング後、タナレーンを通って、バ

ンコク or レムチャバンより輸出している。 

現状の課題 ・ 同社製品のカートンサイズは一定であり、最大コンテナ積載量は

「20F: 5,000 - 6,000 着 / 40F: 10,000 着」となっているため、ユーザ

ーからの発注がコンテナ 1 本では収まらない際は、追加でコンテナ

を 1 本仕立てざるを得ない場合がある。 

物流ハブ活

用ニーズ 

・ 現状小口混載輸送の需要は無いが、コンテナ 1 本では収まらない際

は、2 本目は空気を運んでいるような状態となってしまう為、その無

駄を改善出来るような物流サービスを求めている。 

・ 週 1 回程度、各工場から定期的にコンテナで集荷し、そのまま日本

向けに輸出する、というようなサービスを構築してもらいたい。 

物流ハブ活

用にあたっ

ての課題 

・ 定期的なスケジュールで運行する必要がある。 

 

③ 衣類メーカーC 社 
メコン域内

の輸送実績 

・ ラオス国内の工場で輸出用衣類を製造しており、タイにも工場を保

有。 

・ 現状は同社工場より同社バンコク工場向けに「4-5M3/週 1 回」程度

を輸出している。バンコク到着以後は、バンコク港から LCL にて日

本向けに輸出（関東、関西向け）している。 

現状の課題 ・ 特になし 

物流ハブ活

用ニーズ 

・ 当該プロジェクトに関心はあるが、現行業者はタイ･ローカル企業を

利用しており、かなり安い費用で運んでいるため、活用はコスト次第

である。 

物流ハブ活

用にあたっ

ての課題 

・ ローカル物流会社と比較して、安価なコストでの輸送が必要である。 
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④ 電子部品メーカーD 社 
メコン域内

の輸送実績 

・ ラオス国内ビエンチャンの工場でエアコン用コネクタや電線を製造

している。 

・ 週 1 回チャーター車（ウイング車）にて、タイからは半完成品を輸入

し、同社で荷卸し後、帰り便で完成品を積載しタイへ輸出している。 

現状の課題 ・ 特になし 

物流ハブ活

用ニーズ 

・ 現状小口輸送の需要は無い事に加え、小口で運ぶ必要があるのは急

ぎの貨物となる為、サバナケットを経由する当該プロジェクトは、リ

ードタイムの面でもあまり魅力的では無い。また、サバナケット～ビ

エンチャン間の道路状況もあまり良くない為、精密機械を取り扱っ

ている同社としては、輸送中の揺れ・衝撃もあまり望ましく無い。 

・ 同社が往復輸送を行っている「ビエンチャン⇔バンコク」間の小口混

載サービスであれば料金・リードタイム次第ではあるが利用出来る

可能性も出てくる。 

物流ハブ活

用にあたっ

ての課題 

・ 定時輸送が保証出来、かつ充分なコストメリットが出るようであれ

ば、当該プロジェクトのルートでも利用出来る可能性がある。 
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⑤ 輸送機器メーカーE 社 
メコン域内

の輸送実績 

・ ベトナム（ハノイ）やタイ（バンコク）の周辺に工場を有しており、

輸送機器を製造している。商品の特性上、国別で嗜好が異なるため、

ラインアップを分けていることから、生産拠点が分散している。 

・ 第 3 友好橋を経由して途中から東西回廊に接続し、陸上輸送でハノ

イの工場からタイ市場に完成品を提供している。 

・ 国別に工場があるので、原則は国内に閉じた物流ネットワークを構

築しているが、タイ市場の供給不足を補うために、ベトナムからの供

給も数年前から開始した。 

・ また、部品調達についてはシンガポールで物流は一括管理している

（受発注業務はタイでとりまとめている）。 

現状の課題 ・ 海上輸送より輸送費が高いが、国内輸送と同じトラック輸送なので、

海上コンテナのバンニング機能を工場のラインに設置する必要がな

く、投資を抑制することができた。振動が小さいため、梱包を簡素化

できる（梱包材が減らせることで積載率が向上すると共に、部材費用

の削減につながる）。また、リードタイムが短いので、タイ国内の在

庫を減らすことができ、在庫コストを圧縮することができている。 

・ 利用開始の当初は海上輸送と比較して品質にばらつきがあったが、

梱包のノウハウが蓄積されてきたので、輸送品質面の不満はない（道

路インフラも整備が進んでいる）。 

・ リードタイムは、店頭に一定の在庫を持たせているので、1-2 日レベ

ルの納期短縮は影響がないが、定時制の厳守は必要である。 

・ 調達物流の輸送手配は、ASEAN 域内をシンガポールで一括管理して

いるが、実際には国境があるので手続きコストは都度発生する。EU

のようなシンガポール通関後は内貨にできると業務負荷がかなり軽

減される。 

物流ハブ活

用ニーズ 

・ クロスボーダー輸送については一定のニーズがあり、今後、メコン地

域が成長して市場規模が拡大すれば、さらにニーズは出てくる。 

・ 荷量のロットは小さいことが多いので、LCL による小口多頻度配送

サービスが提供はありがたい。 

物流ハブ活

用にあたっ

ての課題 

・ 定期的な運行スケジュールの実現と定時制の厳守が必要である。 
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⑥ 輸送機部品メーカーF 社 
メコン域内

の輸送実績 

・ ベトナム（ハノイ）とタイ（ランプーン）に工場があり、相互に部品

を融通し合っている。 

・ タイは経済成長が一段落して 4 輪車市場があるが、ベトナムは 2 輪

車が主流である。 

・ ただし、タイも 2 輪車市場が大きいため、ハノイからランプーンに

送って品質保証をし、バンコクへ供給している（コンテナ単位で動い

ている）。ランプーンからハノイへの輸送はあまりないが、定期的に

LCL による船便で送っている。 

・ 顧客への納品は、今は、直接納めるのでは無く、間に商社をかまして

いる。なので納期は商社がコントロールすれば、メーカーとしては高

いけど早いサービスには魅力を感じない。 

現状の課題 ・ 元々はタイを中心に生産体制を構築していたが、賃金の高騰もあり

ベトナムにシフトしてきた。ただ、今はベトナムローカル企業と競合

することも多く、競争が激化している。ベトナム企業は原材料に中国

製を使っており安い。インドネシアは市場規模があるもの、国内市場

への対応で手一杯であり、プレイヤーが現れてはいない。 

・ ベトナムの工場がまだ安定軌道に乗っておらず、イレギュラー対応

が多い。その場合は、航空便を利用している。 

・ コストを削減するために、今までは日本で多くの処理を行い、最終加

工をタイで実施していたが、一次加工からタイ国内の日系企業に委

託する取り組みを始めている。 

物流ハブ活

用ニーズ 

・ 現状では、運賃の安さでしか物流は見ていない。輸送スピードが高ま

っても、すでに商社を経由する商流なので魅力的ではない。 

・ ただし、商品価格に占める販売物流費の比率は非常に低いので、物流

コストのインパクトは大きくない。 

・ 納品頻度や納品時刻がきちんと定められている物流であれば、より

安価なトラック輸送の関心も少しはあるだろう。 

・ 緊急輸送で使用するには、輸送時間が長く、実証運行のリードタイム

では使いにくい。 

物流ハブ活

用にあたっ

ての課題 

・ タイからベトナムへのトラック輸送は実施したことがあるので安心

だが、ベトナムからタイは未実施であり、輸送中の継続的な振動を懸

念している。逆に、積み替え時に破損が起こる可能性などはそんなに

心配していない。 

・ タイの景気停滞で、一時期に叫ばれていたタイ＋１の動きは全く見

られなくなった。バンコクの駐在日本人も減少している。全般的に市
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場成長が見えにくくなっている。 

・ ミャンマーは市場が大きく中国製のコピー品があふれている。この

市場も無視できない。タイはコストが上がる一方なので、ベトナムと

協力して何かできないかを模索している。 
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２.４. 共同集荷・共同輸送システム実現における関係諸手続き 

 
１） 海上輸送における貨物の手続き 

クロスボーダーにおける通関手続きに関しては、既存の調査結果によってすでに整理が

進んでいる。そこで、本調査では共同集荷・共同輸送システム特有の制度や手続きに着目し、

既存調査レポートや税関からのヒアリング情報を元に、実証運行に必要な書類説明と手続

きの概要を整理する。 
海上輸送の手続きは、ベトナム・タイ・ラオス間の輸出入手続きと、欧米など他国との輸

出入手続きで差がない。例えば、タイからベトナムに輸出する場合は、レムチャバンなどタ

イの輸出港で輸出通関を受け、ハイフォンなどベトナムの輸入港で輸入通関を受けるのみ

である。すでに JETRO が ASEAN 各国の通関手続きを詳しく紹介していることから、こ

れらの引用を踏まえながら、整理をした。 
 

① タイの輸出入手続き 
タイでの輸出申告は、通関システムを用いる。タイでは、E-Customs と呼ばれるシステ

ムが整備されて運用されている。以下は、JETRO が整理しているタイからの輸出手続きか

らの引用である。 
 

 

(1) 輸出者が自らのコンピューターで、もしくは当局のサービス窓口においてインボイ

スに関わる全ての情報を記入すると、同情報は自動的に輸出通関のためのインボイス情

報として登録される。次に輸出者は輸出申告書を税関のコンピューターに送信しなけれ

ばならない。 
(2) 申告情報入手後、税関コンピューターは申告書類をチェックし、必要に応じ修正を

加える。  
(3) 輸出申告情報をチェックした後、必要に応じて税関が設定する条件とともに、次の二

つのグループに分類された上で輸出申告書 No.が発給される。  
・グリーンライン：輸出税支払い（必要な場合）に直接進み、税関から貨物が受け渡しさ

れる。  
・レッドライン：輸出税の支払い（必要な場合）、および貨物の受け渡しの前に、輸出税

の評価（必要な場合）に関して税関職員にコンタクトしなければならない。  
(4) 貨物を出荷する際、輸出者は以下の書類を提出しなければならない。  
a. 輸出申告書（税関書式 No.101 または 101/1）  
b. インボイス 2 通  
c. 外国為替取引申告書（FOB 価格が 50 万バーツを超える場合）  
d. 輸出管理品目または輸出許可品目の場合、関連省庁の発行する輸入承認書  
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e. 輸出品（貨物）の税関用説明資料（カタログ等）  
 

出所）JETRO Web サイト 

 

また、ASEAN 域内産品であり、輸入関税の減免処置を受ける場合は、タイ側で原産地証

明を受け取る必要がある。ASEAN 自由貿易地域（AFTA）の特恵を受ける場合は、Form D
と呼ばれる様式が用意されている。 

 

【原産地証明書】 
特恵関税適用品目の原産地証明書（主要なフォームのみ記載） 
 
・原産地証明書様式 A：カナダ、EU、日本、ノルウェー、スイス等、一般特恵関税制

度（GSP）を供与している多くの国向けの輸出品に対して、一般特恵関税制度（GSP）に

よる関税の優遇措置を受ける輸出者に発行される。 
・原産地証明書様式 D：ASEAN 自由貿易地域（AFTA）であるブルネイダルサラーム、

カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポー

ル、ベトナム向けの輸出品に対して、共通効果特恵関税（CEPT）の優遇措置を受ける輸

出者に発行される。 
・原産地証明書様式 E：ASEAN 中国 FTA（ACFTA）による特恵関税を受ける輸出者

に発行される。 
・原産地証明書様式 AJ：日 ASEAN 経済連携（AJCEP）協定による特恵関税を受ける

輸出者に発行される。 
・原産地証明書様式 AK：ASEAN 韓国 FTA（AKFTA）による特恵関税を受ける輸出

者に発行される。 
・原産地証明書様式 JTEPA：日タイ経済連携協定（JTEPA）により日本向けの輸出品

に対して同協定の特恵税率の適用を受ける輸出者に発行される。 
・原産地証明書様式 GSTP：アルジェリア、アルゼンチン、バングラデシュ、ボリビア、

ブラジル、カメルーン、チリ、キューバ等 40 カ国の開発途上国向けの輸出品に対して、

グローバル特恵関税制度（GSTP）から優遇措置を受けるために輸出者に発行される。 
・原産地証明書様式 AISP：ASEAN Integration System of Preference、ASEAN 特恵

統合システムによる特恵関税を受ける輸出者に発行される。  
 
【原産地証明の申請機関】 
商務省外国貿易局、タイ商工会議所、タイ工業連盟（Federation of Thai Industry） 

 

出所）JETRO Web サイト 
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タイでの輸入申告は、通関システムを用いる。以下は、JETRO が整理しているタイから

の輸出手続きからの引用である。 
 

(1) 輸入者が自らのコンピューターで、もしくは当局のサービス窓口においてインボイ

スに関するすべての情報を記入する。同情報は自動的に輸入通関のためのインボイス情

報として登録される。次に輸入者は輸入申告書を税関のコンピューターに送信しなけれ

ばならない。 
(2) 申告情報入手後、税関コンピューターは申告情報をチェックし必要に応じ修正を加

える。 
(3) 輸入申告情報のチェック後、必要に応じて税関が設定する条件とともに、次の 2 つ

のグループに分類された上で輸入申告書 No.が発給される。 
・グリーンライン：関税支払の段階に直接進み、その後税関から貨物が手渡される。 
・レッドライン：関税の支払い、貨物の受領の前に関税評価に関して税関職員にコンタ

クトしなければならない。 
(4) 貨物受け取りの際、輸入者は次の書類を提出しなければならない。 
a. 輸入申告書（税関書式 No.99 または 99/1） 
b. インボイス 
c. パッキングリスト 
d. 船荷証券（B/L）もしくは航空貨物運送状（Air Waybill） 
e. 輸入申告全額が 50 万バーツを超える場合は、外国為替取引申告書 
f. 通関細目リスト（税関書式 No.170） 
g. 貨物受渡し書（税関書式 100/1 または 469） 
h. 保険料請求書 
i. 輸入管理品目または輸入許可品目の場合、関連省庁の発行する輸入承認書 
j. 原産地証明書（当該する場合） 
k. 輸入品（貨物）の税関用説明資料（カタログ等）  

 

出所）JETRO Web サイト 

 

  



25 
 

② ベトナムの輸出入申告 
ベトナムでの輸入申告では、ベトナム税関の通関システムを用いる。ベトナムでは日本か

ら移転された V-NACCS と呼ばれるシステムの運用が 2014 年より運用を開始された。以下

は、JETRO が整理しているベトナムへの輸入手続きからの引用である。 
 

 

出所）JETRO ASEAN・メコン地域の最新物流・通関事情 

図 14 ベトナムの輸入手続き（FCL の場合） 
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植物検疫が発生する場合は、輸入審査を実施する前に、ベトナムで植物検疫の検査を受け

る。タイ政府が発行した植物検疫書を基に、ベトナム側のシステムに入力し、必要に応じて

検査を実施する。 
 

必要書類等（Circular 128/2013/TT-BTC） 

・通関申告書（原本 2 部）  

・売買契約書（コピー1部）  

・コマーシャル・インボイス（コピー1 部）  

・B/L または同等な書類（コピー1部）  

・物品リスト（物品が多種に分かれているか、別個に梱包されている場合）（コピー1 部）  

・その他関連法により求められる文書（原本およびコピー1 部） 

 

出所）JETRO Web サイト 

 

ベトナムでは、外資系企業の輸入が制限されている。外資系企業がベトナム国内で商品を

生産するための資産や原材料については、投資計画の範囲内で自由に輸入できる。ただし、

中古機械の輸入規制が設けられたり（現在は効力停止中）するため、品目別に輸入手続きの

動向を注視する必要がある。 
 

2006 年 7 月 1 日以降、共通投資法が施行され、今までの外国投資法に取って代わった。外

資系企業に対する優遇措置が、外国投資企業に対してではなく「奨励投資業種」または「奨励

投資地域に進出する企業」に対してのみ付与されることになった。 
 
外資系企業の投資活動に伴う輸出入手続き（Circular 04/2007/TT-BTM）  

上述の手続き、必要書類は商法に基づく外資系企業の輸出入取引に関して適用される。外資系

企業の投資活動に伴う輸出入手続きは Circular04 に規定される。 商務省は 2007 年 4 月 4 日

付で Circular 04/2007/TT-BTM を発行し、共通投資法の施行細則となる 2006 年 9 月 22 日

付政府発行 Decree 108/2006/ND-CP で定めた外資系企業による物品の輸出入、加工、および

内部消費、ならびに国内販売に関するガイダンスを発行した。 同 Circular は、外資系企業に

よる製品の輸出、ならびに投資活動に用いる機械、設備、原材料、資材、部品、構成品、およ

びその他物品の輸入、物品加工、国内消費、製品の国内販売に関する手続きを規定している。 
 

出所）JETRO Web サイト 
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また、完成品を海外から輸入して販売する場合も制約があり、こちらも制度変更が頻繁に

行われる。ベトナムでは輸入管理項目が設けられており、商工省および関連省庁が管轄して

いる。一例として以下に記載した商工省の指定である。 
 

 

No 輸入品  

1  ラインガン  

2  商工省から随時発表される、ベトナムが加盟・締結している国際条約や協定に

従って管理される輸入品  

3  商工省の規定による自動輸入許可書の適用対象の製品  

4  年間輸入クオータの適用対象の製品（葉巻原料、砂糖、塩および卵）  

5  a. 有毒化学物質およびそれを含有する製品全般、  

b.政令Decree100/2005/ND-CPの付録Iの表2-3に定められている化学製品  

c.工業用前駆物質  

6  火薬類及び産業用火薬類の工業用前駆物質  

7  タバコ原料、タバコ製品、タバコ用巻紙、タバコ生産用の機械設備及びその部

品  

出所）JETRO Web サイト 

 

指定の「３．商工省の規定による自動輸入許可書の適用対象の製品」について、食品や衣

料、電気機械など幅広い品目の組み込みが 2010 年に発表されたが、2012 年より一時的に

効力を停止している。また、外資系企業の完成品輸入を妨げる要因として、ベトナム国内で

の事業許可に関する制度が影響する場合が多い。JETRO や日本機械輸出組合は以下のよう

な指摘をしている。 
 

ベトナムの卸売業・小売業に対する外資規制は、WTO 加盟時のサービス分野約束表

に基づいて、2009 年 1 月以降自由化され、外資 100％出資が可能となっている。 
 
しかし、外資企業にとって障壁は少なからず存在する。まず、外資系企業に対して自

由化されていない取り扱い品目がある。WTO サービス約束表において、卸売業・小売

業の自由化例外品目とされているのは、たばこ、本、新聞、雑誌、ビデオ録画物、貴金

属、医薬品、砂糖などだ。これら品目は、2007年商工省議定 10号（10／2007／QD−BTM）

において、流通権が認められない品目として、HS コード 4 桁レベルで指定されている。

また、外資企業に輸入権が認められない品目として、たばこ、鉱物類、雑誌類、コンテ

ンツ媒体、航空機部品などが、HS コード 6 桁レベルで指定されている。 
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また、卸売業・小売業・輸入業ともに、投資証明書に明記された品目以外は扱うこと

ができない。投資証明書への品目追加や事前に多めに申請することは可能だが、申請の

際、窓口である省・市レベルの計画投資局から、品目ごとに関係当局（例えば、食品で

あれば農業農村開発局や保健局、家電製品であれば情報通信局など）に諮問される。実

態として、特に輸入業かつ多品目を扱う企業にとって、このような品目申請の際に手間

と時間のかかることが課題となっている。また、外資が輸入業をする場合、扱う品目が

50 品目（HS コード 4 桁レベル）を超えると認可が下りないのが実態といわれている。

さらに、特に食品の輸入業の場合には、地場・外資企業ともに適用される規制ではある

が、初めて輸入する品目の時、パッケージを変更した時、更新時（3 年ごと）に保健省

への事前登録が必要となり、品目種類ごとに手数料（輸入の際の輸入税とは別の手数料）

が必要となる。 
 
また一般に、製造業と流通業を行う企業（ベトナム国内で製造した自社製品を流通さ

せる企業）に比べて、製造業を行わず流通業のみを行う企業（他社製品を流通させる企

業）の方が、会社設立申請などの際に厳しく審査されるのが実態だ。 
 

出所）JETRO Web サイト 

 

ベトナムは 2007 年 1 月に WTO に加盟し、2009 年以降、WTO コミットメントによ

り流通分野において 100％外資法人の設立が可能になる。しかし、流通分野のうち、ガ

ソリン、医薬品、雑誌、書籍、新聞、DVD、タバコ、米、砂糖、希少金属、原油・同製

品の小売市場については外資に開放せず、特にガソリンの小売市場は、国営企業による

流通支配を継続する。なお、鉄鋼、セメントの流通市場は、WTO 加盟後 3 年以内に外

資に開放される。 
 
ベトナム貿易省は 2007 年 7 月 17 日、外資系企業による商品売買活動及び商品売買

関連活動に関する商法の詳細について述べた2007年2月17日付け政令第23号（Decree 
No. 23/2007/ND-CP）の施行細則を定めた2007年通達第9号（Circular No. 09/2007/TT-
BTM）を公布した。通達第 9 号は、外資系企業とともに、外資系企業による商品売買を

管理する又は当該商品売買の関連活動に従事する団体又は個人に対して適用される。同

通達に基づき、ベトナムに商品を輸入する資格を有する外資系企業は輸入禁制品リスト

に掲載されていない商品であれば輸入することができる。しかしながら、輸入した商品

をベトナム国内で販売する業務に従事することはできない。 
 

出所）日本機械輸出組合 各国・地域の貿易・投資上の問題点と要望 「2014 年版」 
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ベトナムの輸出手続きについては、ベトナム税関の通関システムを用いる。以下は、

JETRO が整理しているベトナムへの輸出手続きからの引用である。 
 

  

出所）JETRO ASEAN・メコン地域の最新物流・通関事情 

図 15 ベトナムの輸出手続き（FCL の場合） 
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ベトナムから輸出をする場合は、輸出者は貨物、商業送り状（Invoice）、梱包明細書

（Packing List）、購買契約書を準備した上で、物流会社に対して船積依頼書（Shipping 
Instruction）の依頼を行う。依頼を受けた物流会社は輸出者に対して、予約確認書（Booking 

Confirmation）を返送すると共に税関に対して E-Customs 上から事前の輸出申告を行

う。輸出品目のなどの必要事項を入力して「Register Number」、「Customs Sheet Number」
を発行する。この際、輸入通関同様に Green、Yellow、Red の審査が入る。 
物流会社は輸出者から商業送り状、梱包明細書、購買契約書、通関申告書、通関委任状に

対してオリジナルサインを受け取り、輸出者の登録税関に申告書類一式を提出する。登録税

関から許可が下りれば、物流会社は貨物と申告書類一式を港湾に輸送し、港税関での捺印を

受けて、貨物をターミナルに搬入する。 
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③ ラオスの輸出入手続き 
ラオスの輸出入手続きについては、通関は ASEAN 統一書式の税関申告書（ACDD フォ

ーム）にて行う。11 カ所の国境税関で電子通関システムの利用が可能である。2014 年より

関税等の支払いにカード決済方式が導入された。貨物が国境に到着してから 24 時間以内に

運送書類を税関に提出する。輸送書類到着後、15 日以内に以下の書類を税関に提出する。

貨物の到着前 7 日以内の事前の税関申告も可能。ただし関税は貨物到着時に支払う。 
 

必要書類等（Circular 128/2013/TT-BTC） 

(1) ACDD フォーム 

(2) インボイスもしくは販売契約書 

(3) B/L などの船積書類 

(4) パッキングリスト 

(5) 原産地証明書 

(6) 輸入許可証 

 

出所）JETRO Web サイト 

 

現在、以下の11カ所の国境検問所でASYCUDA（Automated System for Customs Data、
UNCTAD が開発した電子通関システム）を利用した電子申告が可能である。 

 
ASYCUDA 導入済みの国境検問所 
ワッタイ国際空港、第 1 友好橋（首都ビエンチャン）、第 2 友好橋（サワナケート県）、

第 3 友好橋（カムアン県タケーク）、第 4 友好橋（ボケオ県）、デンサワン（サワナケート

県）、 ボーテン（ルアンナムター県）、ワンタオ（チャンパサック県）、ナムフアン（サイ

ヤブリ県）、ナムソイ（フアパン県）、ナムパオ（ボリカムサイ県） 
 

出所）JETRO Web サイト 
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通関審査終了後、国境近くの銀行あるいは税関内窓口で関税を支払い、領収書を税関に提

出した後、税関職員による検査の後に通関する。2014 年 11 月より Smart Card が導入さ

れ、国境での関税や諸税の支払いが簡易になった。 
自動・非自動輸出入許可は商工省輸出入局あるいは地方当局にて、その他輸出入許可が必

要な対象品目（医薬品、化粧品、食品、農業資材、農畜水産品など）は各所管省庁あるいは

地方当局にて輸出入許可を得る。 
 

1. 自動・非自動輸出入許可の対象品 
商工省輸出入局あるいは地方当局にて、輸出入許可申請書、企業登録証明書、納税証

明書、その他品目ごとに必要な書類を提出する。1 万キープを支払い、輸入許可証の発

給を受ける。 
 
2. 医薬品、化粧品、伝統医薬品 
輸入許可証の取得の前に、保健省食品薬品局にて製品の登録が必要。申請書審査・サ

ンプル検査後に製品登録書が発行される（有効期限は 2 年間）。その後、初回輸入時に

は輸入計画書を提出し、以降、輸入の度ごとに輸入許可証の取得が必要である。 
 
3. 食品 
保健省食品薬品局に輸入許可申請書および食品分析証明書などの必要書類を提出し、

輸入許可証を取得する。高リスク食品に該当する食品は、同局において製品登録が必要。 
 
4. 農業資材（農薬）、農産物（植物、種、果物、野菜） 
農業資材の場合は、輸入許可証の取得の前に農林省農業局にて製品の登録が必要。初

回輸入時には輸入計画書およびその他必要書類を農林省農業局に提出し、輸入条件書お

よび輸入許可証の発給を受ける。以降、輸入の度ごとに輸入許可証の取得が必要。 
 
5. 水産物（生鮮、冷凍）、家畜 
農林省畜水産局より輸入許可証を取得する。家畜の輸入の際は、ワクチン接種証明書

などの提出により技術証明書の発給を受ける。その後、輸入許可書を取得する。 
 

出所）JETRO Web サイト 
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２） 実証事業時の貨物手続き 

海上輸送も陸上輸送も、輸出と輸入の手続きは大差ない。東西経済回廊を活用した陸上輸

送が海上輸送と大きく異なる箇所は、ラオス国内の保税運送が発生することである。そこで、

タイ～ベトナム間輸送におけるタイ：ラオス間の輸出入手続きと、ラオス：ベトナム間の輸

出入手続きを中心に紹介する。 
 

① タイ～ベトナム間輸送 
タイ～ベトナムに輸送する際は、タイ：ラオス間の国境でムクダハン（タイ）とサバナケ

ット（ラオス）の税関で通関手続きが行われ、ラオス：ベトナム間の国境でラオバオ（ベト

ナム）の税関で通関手続きが行われる。 
 

 
出所）Google Map より作成 

図 16 各国境税関の位置 
  

ムクダハン 

ラオバオ 

デンサワン 
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タイ（ムクダハン）では、国境の税関で輸出申請が行われる。 
 
到着前手続き 

項目 主体 概要 
各種書類

の準備 
輸出者 Invoice 作成（2 通） 

その他関連資料の作成（Sales Contract 作成や Power of 
Attorney（輸送委任状）など）1 

 物流事業者 Packing List の作成（倉庫作業を請けている場合） 
トラック Waybill の発行2 

輸出申告 物流事業者3 タイの税関システム「e-Custom」にインボイス情報を登録 

 
到着時手続き 

項目 主体 概要 
輸出申告 物流事業者 関係書類の提出 
輸出許可 タイ税関 事前申告内容と記載書類の確認 

 
  

                                                   
1 初回の輸送では必要であるが、定常的に輸送されており荷主や物流事業者の実績が税関

に認識されている場合は、必ずしも用意する必要はない。 
2 顧客の要望に応じて発行される。商取引上の書類であり、税関検査とは直接関係がない

ため未発行でも許可が下りる（本実証運行では未発行）。 
3 通常は、物流事業者が通関手続きも受けるが、荷主が独自で通関部署を抱えて対応する

場合もある。 
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出所）Google Map より作成 

図 17 ムクダハン国境の施設 

 
  

至 市街 至 ラオ

X 線検査場 

税関 
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図 18 輸出申告書 
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図 19 インボイス 
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図 20 パッキングリスト 
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ラオス（サバナケット）では、国境の税関で保税申請が行われる。 

 
到着前手続き 

項目 主体 概要 
各種書類

の準備 
物流事業者 荷主もしくは物流事業者のタイ支店からインボイスやパッキ

ングリスト情報を受信 
越境申請書（リクエストレター、保税契約書）を作成 
越境保税運送許可事業者の証明書（登記簿、運送事業許可書、

業界団体加盟書、納税証明書、越境包括契約書）のコピーを

準備 
保税申請 物流事業者 ラオスの通関システム「ASYCUDA」にインボイス情報を登

録 
サバナケット税関に関連書類を提出 

保税運送

審査 
ラオス税関 システム入力内容と書類の事前審査 

 

 
図 21 サバナケット国境の施設 

 
 

税関 

至 タイ 至 市街 
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図 22 保税運送許可書 
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到着時手続き 
項目 主体 概要 

書類提出 物流事業者 保税運送申告書（輸出入申告書と同様式）の提出（ASYCUDA
より出力可能） 
X 線検査結果（タイ側の結果を流用可能）の提示 
シール手数料の支払い 

保税運送

許可 
ラオス税関 コンテナのシーリングと証明書の発行 

事前申告内容と記載書類を確認し、許可書を発行（サバナケ

ット税関、荷主、デンサワン税関が各 1 部を保管するため計

3 部発行） 
越境契約の締結 
現物確認完了書の発行 
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図 23 現物確認完了書 

  



43 
 

 
図 24 越境契約書 
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ベトナムへの輸入通関は、国境（ラオバオ）で行われる。本実証事業においては、ベ

トナム国内を保税運送し、ハノイの CFS にて輸入通関を実施した。 

 

到着時手続き（対ベトナム税関） 

項目 主体 概要 
輸入申告 物流事業者 （事務所作業） 

検疫検査の承認番号を基に、輸入申告を通関システム「V-
NACCS」で行い、インボイス情報を入力し、輸入申告書を出

力 
（国境税関作業） 
輸入申告書を提出 
国境税関で関税や付加価値税の支払い 
コンテナ再輸出の申請 

輸入許可 ベトナム税

関 
通関システム「V-NACCS」で審査状況を確認 
Green 判定（1.許可）の申告はすでに許可済み 
Yellow 判定（2.書類審査）は書類審査のみを実施 
Red 判定（3.税関検査）は現物検査を実施 
Yellow と Red の場合は、申請内容を確認し、通関システム

「V-NACCS」で審査結果を登録 
輸入許可書の発行 
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図 25 輸入許可書 
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② ベトナム～タイ間輸送 
ベトナムでは、国境の税関で輸出申請が行われる。本実証事業においては、ハノイの CFS

で輸出申告を行い、ベトナム国内を保税運送した。 
 
到着前手続き 

項目 主体 概要 
各種書類

の準備 
輸出者 Invoice 作成 

Packing List の作成 
購買契約書の作成 
その他関連資料の作成（Power of Attorney（輸送委任状）な

ど） 

 物流事業者 トラック Waybill の発行4 
輸出申告 物流事業者5 ベトナムの税関システム「V-NACCS」にインボイス情報を登

録 

 
到着時手続き 

項目 主体 概要 
輸出申告 物流事業者 関係書類の提出 
輸出許可 ベトナム税

関 
事前申告内容と記載書類の確認 

 
 

  

                                                   
4 顧客の要望に応じて発行される。商取引上の書類であり、税関検査とは直接関係がない

ため未発行でも許可が下りる（本実証運行では未発行）。 
5 通常は、物流事業者が通関手続きも受けるが、荷主が独自で通関部署を抱えて対応する

場合もある。 
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図 26 輸出申告書 
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図 27 インボイスとパッキングリスト 
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ラオス（デンサワン）では、国境の税関で保税申請が行われる。 

 
到着前手続き 

項目 主体 概要 
各種書類

の準備 
物流事業者 荷主もしくは物流事業者のタイ支店からインボイスやパッキ

ングリスト情報を受信 
越境申請書（リクエストレター、保税契約書）を作成 
越境保税運送許可事業者の証明書（登記簿、運送事業許可書、

業界団体加盟書、納税証明書、越境包括契約書）のコピーを

準備 
保税申請 物流事業者 ラオスの通関システム「ASYCUDA」にインボイス情報を登

録 
サバナケット税関に関連書類を提出 

保税運送

審査 
ラオス税関 システム入力内容と書類の事前審査 
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図 28 保税運送許可書 
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到着時手続き 
項目 主体 概要 

書類提出 物流事業者 保税運送申告書（輸出入申告書と同様式）の提出（ASYCUDA
より出力可能） 
シール手数料の支払い 

保税運送

許可 
ラオス税関 コンテナのシーリングと証明書の発行 

事前申告内容と記載書類を確認し、許可書を発行（サバナケ

ット税関、荷主、デンサワン税関が各 1 部を保管するため計

3 部発行） 
越境契約の締結 
現物確認完了書の発行 
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図 29 シール証明書 
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図 30 越境契約書 
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タイの輸入通関は、国境（ムクダハン）で行われる。 

 

到着時手続き（対タイ税関） 

項目 主体 概要 
輸入申告 物流事業者 （事務所作業） 

輸入申告を通関システム「e-Custom」で行い、インボイス情

報を入力し、輸入申告書を出力 
（国境税関作業） 
輸入申告書、インボイス、パッキングリストを提出 
国境税関で関税や付加価値税の支払い 

輸入許可 タイ税関 通関システム「e-Custom」で審査状況を確認 
グリーンライン：関税支払の段階に直接進み、その後税関か

ら貨物が手渡される 
レッドライン：関税の支払い、貨物の受領の前に関税評価に

関して税関職員にコンタクトしなければならない 
輸入許可書の発行 
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図 31 輸入許可書 
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２.５. 共同集荷・共同輸送システムに係る効果及び課題の調査 

共同集荷・共同輸送システムの効果及び課題の調査に当たっては、現行の輸送と比較した

QCD（Quality、Cost、Delivery）に沿った改善を効果とし、さらに効果を発現するための

課題を整理する。 
 

① 共同集荷・共同輸送システムに係る効果 
共同集荷・共同輸送システムの実現することで、積載率が向上し、運賃の低廉化や定時性

の向上が期待される。 
LCL の定期サービスがない同エリアにおいては、これまでは各社がチャーター便でトラ

ックを確保する必要があり、FCL を仕立てられない限り、１件あたりの運賃が高額になっ

てしまう。共同集荷・共同輸送システムが実現し、複数の荷主の貨物を混載できるようにな

れば、積載率が向上し、また片荷のリスクも軽減されることで、運賃の低廉化が期待できる。

また、これまでは傭車ベースの物流であり、輸送頻度は荷主が出荷するタイミングに依存し

ていたが、共同集荷・共同輸送システムにより定期的な物流サービスを提供することで安定

的な物流が確保可能となる。 
 

② 共同集荷・共同輸送システムに係る課題 
＜物流インフラ関連＞ 

 ラオスのサバナケットの税関付近に保税倉庫がほとんど存在しない。 

 本実証実験で活用したサバナケットの国境税関にある倉庫以外に、国境周辺に

保税倉庫がほとんどなく、物流量が増えた場合に対応可能な保税倉庫を整備し

ていく必要がある。 

 本実証実験で活用した倉庫の使用ルールが明確に規定されておらず、使用可否

が直前までわからないため、使用ルールの明確化が必要である。 

  
 
＜通関等の諸手続き関連＞ 

 ラオス税関では混載（LCL レベル）の保税経験がなく、制度の整備から実施する必

要がある 
 日ラオス政策対話で、日本側から共同集荷・共同輸送システムを提案し、理解を

得られたが、ラオス税関は現状では FCL のタイ～ラオス～ベトナム間の保税輸

送の取り扱いは行っているが、LCL の混載の保税輸送の経験がなく、理解を示

してもらえなかった。今回の実証実験では特別に認めてもらって実施した経緯

があり、今後も精力的に共同集荷・共同輸送システムの有用性を説明し、そのた

めには LCL レベルの混載の保税輸送が不可欠であることを説明していく必要が

ある。 
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 ラオス税関ではベトナムからのラオスの輸入貨物について、（FCL・LCL ともに）

ベトナム～ラオス間の国境税関で輸入通関を実施せずに、サバナケットまで保税輸

送する制度がない（ラオス税関では必要性を感じていない） 
 共同集荷・共同輸送システムの有用性が理解されていないためか、ラオス税関で

はベトナムからのラオス輸入貨物について、国境税関で輸入通関を実施せずに

サバナケットまで保税輸送する必要性を感じていないようであり、今回の実験

では特別に実施してもらった。 
 

 通関手続きの内容や場所が不確定であると、急な変更によってサバナケットの運行

時間に間に合わないリスクが生じる 
 今回の実験の調整段階や実施段階で生じた課題から、通関手続きの内容や場所

が不確定で急な変更があると荷主が安心して共同集荷・共同輸送システムを利

用することができない。それぞれの CFS での受取時間と、受渡時間がコミット

されないとサービスが成立しない。 
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３． 実証運行による共同集荷・共同輸送システムの有効性を検証 
 

３.１. 共同集荷・共同輸送システムの実証運行の内容 

実証運行では、実際にメコン地域で事業を展開している日系メーカーの貨物を輸送し

た。貨物は、消費者に渡る最終製品では無く、セットメーカーに納品する中間部材が主

となる。また、同時期に納期に余裕があり、実験に協力してもらえる荷主が見つからな

かったので、ビエンチャン発着の荷物は物流会社の現地拠点間で物流資材を輸送した。 

 

表 2 実証運行の貨物 

仕出地 仕向地 荷送人 荷受人 内容 数量 
パレッ

ト数 

Hanoi Laemchabang 
Toyota 
Tsusho 

Toyota 
Tsusho Thai 

Returnable 
rack, empty 

30 pcs 2 

Savanakhet Gateway 
Toyota 
Boshoku 
Lao 

Toyota 
Boshoku Asia 

Sewing 
Machine 

5 5 

Savanakhet Navanakorn 
Misuzu 
Lao 

Fujikura 
Electric 
(Thailand) 

Copper 
Wire, fine 

1 1 

Vientiane Bangkok SMT 
Siam 
Nistrans 

Gift 1 1 

Bangkok Hanoi 
Tanaka 
Precision 

Tanaka 
Precision(VN) 

Retainer 
Valve 
Spring 

1 Crate 1 

Bangkok Hanoi Morimura 
NCI (Viet 
Nam) 

Alumina 
Substrate 

1 Pallet 1 

Savanakhet Hanoi 
Misuzu 
Lao 

Nissei 
Electric 
Hanoi 

Copper 
Wire, fine 

1 1 

Vientiane Hanoi SMT 
Nissin 
Logistics(VN) 

Gift 1 1 

Hanoi Vientiane 
Nissin 
Logistics 
(VN) 

SMT Carton 1 pcs 1 

Bangkok Savanakhet 
Toyota 
Tsusho  

Toyota 
Boshoku Laos 

Seating 
Material 

5 Racks 5 
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３.２. 実証運行の結果の分析 

実証運行では、バンコク、ビエンチャン、ハノイの 3都市をトラックが出発して、サ

バナケットで折り返した。 

 

 

図 32 実証運行の走行ルート 
 

ハノイ発着のトラックは、ハノイから国道 1号線を南下し、ドンハーからは内陸部へ

入っていくルートである。ベトナムとラオスの国境であるラオバオ、デンサワンを通過

して、ラオス国内を走行し、サバナケットに到着する。復路も同様のルートである。 

タイ発着のトラックは、バンコクから 304 号線を通りナコーンラーチャシーマー（コ

ラート）を経由し、国境の街であるムクダハンから第 2友好橋を渡りサバナケットに到

着する。復路は、コラートを 2号線より西に進んで、アユタヤからバンコクに南下する

ルートを通った。 

ビエンチャン発着のトラックは、13 号線を通ってメコン川に沿って南下しサバナケ

ットに到着し、復路も同様のルートを折り返した。 

  

サバナケットでの仕分けを 3 月 10 日に予定していたため、各地からのトラックはそ

の時間に合わせて出発している。 
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図 33 トラックの走行状況（図中の数字は時間を示している） 
 

ベトナムのハノイを出発したトラックは平成 28 年 3 月 7 日(月)に出発し、サバナケ

ットには仕分け作業日の前日に到着した。タイのバンコクを出発したトラックは、平成

28 年 3 月 8 日(火)に出発し、サバナケットには仕分け作業日の前日に到着した。ラオ

スのビエンチャンを出発したトラックは平成 28 年 3 月 9 日(水)に出発して、仕分け日

前日の深夜・早朝時間帯に到着した。 

サバナケットでの仕分け作業は、3月 10 日(木)の 11 時から開始した。17時前後に、

貨物の積み替えが終わったトラックが一斉に出発し、各都市へ折り返した。 

ハノイへ折り返すトラックは、3 月 11 日(金)の深夜・早朝にラオスとベトナムの国

境に到着するため、通関手続きは翌日の午前から取りかかることになる※。バンコクへ

折り返すトラックも、サバナケットの出発時間が遅くなったため、ムクダハンの輸入通

関が翌朝になった。ビエンチャンへ折り返すトラックは、夜間を走行して 3月 11日(金)

の深夜・早朝に目的地周辺に到着して休息に入った。 

※実証運行では、通関手続きを翌々日の 3 月 12 日(土)に実施している。3 月 11 日

(金)の早朝にラオスとベトナムの国境に到着したトラックが、ラオスからの輸出貨物の
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申告書類を受領するために終日待機していたためである。今回、ラオスからベトナムに

輸出する貨物(日新ラオス拠点からハノイ拠点へのギフト)をラオス税関に輸出申告し

たところ、申告不要と判断された。その情報がトラックドライバーに伝達されるまでに

時間を要した結果、3 月 11 日(金)の開庁時間内に申告ができず、3 月 12 日(土)の申告

となった。仮に、3 月 11 日(金)の 9 時に申告し、10 時に許可が下りて、10 時 30 分に

出発した場合の所要時間は以下の通りである。 

 

 

図 34 トラックの走行状況（待機時間を区別）（図中の数字は時間を示している） 
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表 3 トラックの通過時間（ベトナム発着） 
出発 2016/3/7 16:45 

ラオス＝ベトナム国境到着 2016/3/8 9:54 

ラオス＝ベトナム国境出発 2016/3/9 11:07 

サバナケット税関到着 2016/3/9 16:44 

サバナケット税関出発 2016/3/10 18:03 

ラオス＝ベトナム国境到着 2016/3/11 1:42 

ラオス＝ベトナム国境出発 2016/3/12 14:44 

到着 2016/3/13 11:34 

 

表 4 トラックの通過時間（タイ発着） 
出発 2016/3/8 10:36 

ラオス＝タイ国境到着 2016/3/9 7:51 

ラオス＝タイ国境出発 2016/3/9 10:57 

サバナケット税関到着 2016/3/9 11:06 

サバナケット税関出発 2016/3/10 17:53 

ラオス＝タイ国境到着 2016/3/10 18:00 

ラオス＝タイ国境出発 2016/3/11 10:21 

到着 2016/3/11 23:45 

 

表 5 トラックの通過時間（ラオス発着） 
出発 2016/3/9 10:00 

サバナケット税関到着 2016/3/9 22:40 

サバナケット税関出発 2016/3/10 18:50 

到着 2016/3/11 2:50 

 

上記の時刻は、GPS 記録より当該施設の地点を通過した時間である。出発時間および

到着時間は、物流会社の倉庫で保管されている待ち時間を含んでいない。たとえば、ラ

オスでは前日の 8日に荷主から貨物を預かっているが、ここでの出発時間はサバナケッ

トに向かう直前の倉庫や駐車場を出発した時刻になっている。また、タイの到着時刻は、

スワンナプーム国際空港の保税地区にある駐車場にトラックが到着した時刻になって

いる（実際には、週明けの月曜日に貨物は荷主へ届けられた）。 

 

サバナケットでの仕分け作業は、2段階に分けて実施した。ベトナムとタイからの荷

物は前日に到着していたことから、9日の夕方に搬入作業を行った。 
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図 35 搬入された貨物（撮影はビエンチャン便も到着した 3 月 10 日） 
 

仕分け作業と積み込み作業は 3 月 10 日(木)に実施した。仕向地が 3 カ所になること

から仕分けが複雑になるため、作業の工夫をしている。床にテープでマーキングをして、

搬入された貨物を仕分ける際に、仕向地別に置くよう区切りをした。さらに、ラオスに

おける通過貨物と輸出貨物が区別できるような区切りを行った。 

 

 

図 36 倉庫内のレイアウト図 
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図 37 倉庫内の仕分けの風景 
 

また、仕分けの作業員が搬入された貨物をどこに移動していいか一目で分かるよう

に、貨物にラベルを貼った。ラベルには仕出地と仕向地が記載されており、さらにタイ

＝ベトナム間の通過貨物なのか輸出貨物なのかが分かるようになっている。 

 

 

図 38 貨物のラベルイメージ 

Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 0

①-1
In Transit

(HAN ⇒ BKK)
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図 39 貨物のラベルイメージ 
 

ただし、当日は作業進捗を踏まえて、このレイアウトに基づいた厳格な仕分けをすべての

貨物では実施しなかった。一部の貨物は、重量物で容易に移動することができなかったため、

仕分けをせずに搬入場所から直接、仕向地のトラックに搬出した。 
 
容積が小さく重量も軽い貨物は、フォークで容易に移動できる。さらに、20 フィートコ

ンテナであれば、倉庫の搬出入口の開口部と広さがほぼ同じであるため、トラックを横付け

してフォークリフトや人の手で迅速に搬出することができた。そのため、まずは仕分けで倉

庫内を横持ちして、その後に搬出しても大きな時間ロスにはならなかった。 
 

  

図 40 20 フィートコンテナへの搬出作業 
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一方で、容積が大きく重量も重たい貨物は、移動させるのに非常に苦労した。作業時間も

長引いてしまうため、仕分けのための横持ち移動は実施しなかった。さらに、搬出口も、大

型のウイングトラックが横付けできないことから、積み込むまでに複数回のフォークリフ

トの昇降が発生することになった。 
 

  

 

図 41 ウイングトラックへの搬出作業 
 

今回、これらの例外対応を実施した理由は 2 つある。 
1 つは当日のラオス税関システムがダウンしていたため輸出入通関ができなかったこと



67 
 

が挙げられる。3 月 10 日(木)の朝一からダウンしていたシステムは、昼頃まで影響が続い

た。そのため通関の結果を待つ時間が発生して、十分な余裕を持って設計していた作業時間

がタイトになったこと。 
また、2 つめの要因はサバナケット税関の施設がクロスドックとして整備されていないた

め、慎重なハンドリングが求められ、作業スピードを引き上げることができなかった。たと

えば、税関倉庫にはフォークリフトが用意されていたが、その爪は短い物しかなかったため、

作業を慎重に進めるしかなかった。ただし、作業の後半からは、延長用のロング爪を調達し

たことで作業の効率化が向上した。また、倉庫がクロスドック設計になっていないため、ト

ラックドックに車両を直につけることができなかった。さらに、床がフラットになっていな

いため、蔵置エリアからコンテナ内にフォークリフトでそのまま貨物を運び込むことがで

きなかった。 
 

  

図 42 床の段差 搬出入口とトラックの段差 
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３.３. 実証運行の効果及び課題 

１） 荷役（人材）面 

これまでラオスでは、通過国の側面が強かった。そのため、ラオスの物流事業者は、ラオ

スの輸出入貨物の実輸送を担うか、タイ＝ベトナムの通過貨物の実輸送を担うか、通関業を

営むしか業務が無かった。荷主の倉庫も、多くが荷主によって運営されており、3PL の概念

もまだ浸透していないため、庫内作業の経験が圧倒的に不足している。 
今回の構想は、複数の仕出地から搬入された貨物を仕分けて、複数の仕向地に搬出するク

ロスドックが要であり、仕分けの庫内作業が非常に重要になる。しかしながら、ラオスの物

流事業者にはこのような経験を積んでいる人材が不足している。たとえば、タイ＝ベトナム

の通過貨物をラオスで取り扱う場合は、コンテナをそのまま別の国籍の車両に移動させた

り、積み荷を手作業で別のトラックに移送する作業がされている。しかし、積み荷のラベル

を見ながら、複数のトラックに分けていく作業は未経験である。 
仕分け作業を効率化するためにはマテハン機器の活用が欠かせない。今回の実証運行で

は、フォークリフトのみを使用したが、狭い空間で小口貨物をスムーズに移動させることが

できる人材が不足している。位置決めのやり直しや各種操作の試行錯誤を繰り返しながら、

ドライバーが作業を進めていた。併せて、荷姿の基準がないため、積替えを想定せずドアツ

ードアの前提の荷姿で設計されている貨物が多く、荷姿や重量によって荷役に時間がかか

るケースがあった。 
また、今回はすべての貨物の紙でラベルを付与して、作業従事者がそれを見ながら仕分け

を進めていった。数量が少ない場合はこのような方法でミスは発生しにくい。しかし、本格

運用が始まった場合は、ラベル指示だけでミスが無いオペレーションを実行できるとは考

えにくい。そこで、非常に簡易ではあるが物流 IT システムの導入が検討される。搬入貨物

と搬出貨物の情報をすべてサーバーに格納しておき、作業経過をトラッキングする仕組み

が有効である。仕分けをして新しいトラックに搬入すると、その場で PDA 端末によりバー

コードをスキャンし、搭載したトラック番号と貨物情報を紐付ける。この仕組みがあれば、

サバナケットを出発するトラックの積み残しを着実に予防することができる。作業員はこ

れらの仕組みを活用するために、ルールに基づいたトレーニングが必要になる。 
 

２） インフラ面 

サバナケット税関の倉庫は保管型の DC 倉庫であるが、通過型の TC 倉庫が最適である。

実証運行で使用した倉庫は、搬出入口が 1 つしか利用できなかった。倉庫には 3 カ所の搬

出入口が設置されているが、税関職員の休憩場所に使用されていたり、スロープが設置され

ていてトラックドックとしては利用できない状況であり、事実上 1 カ所しか利用できなか

った。理想的な施設は、搬入用のトラックドックから、搬入後の一時蔵置エリア、仕分けエ

リア、搬出前の一時蔵置エリア、搬出用のトラックドックまで、1 つの導線で交差なく結ば

れる設計の物流倉庫が最適である。ただ、周辺国からの到着時間と、出発時間がずれている
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のであれば、搬入と搬出を共通化するとスペースを省くことができる。 
また、導線だけでなく、建物の設計として、見直しが必要である。前述のようにサバナケ

ットの倉庫には段差が多く、パレタイズされた貨物のハンドリングには全く適していない。

軽量物を作業員が手で運ぶオペレーションであれば支障は無いが、日系企業の貨物に多い

工業製品には適していない。トラックが直づけできるドックを設けて、ハンドリフトやフォ

ークリフトが動き回れるフラットな床は必要不可欠である。合わせて、柱や搬出入口の周り

にはフォークリフトの誤進入を防ぐポールを配置したり、トラックの接岸面にはクッショ

ン材の配置が必要である。 
 

３） 制度面 

タイからの輸出時に活用した CFS は輸出通関と保税輸送の手続きとが、本来は実施可能

であるが、今回実験時には保税輸送の申請件数が少ないことから、タイ側の国境税関で輸出

手続きを実施するように指示された。これでは国境税関で手続きのために時間を要し、本来

の共同集荷・共同輸送システムの有用性が発揮されないことから、CFS では定常的に輸出

通関と保税輸送の手続きが出来るように調整していく必要がある。 
また、海上輸送と比較して、トラック輸送の強みは輸送速度であり、ボトルネックの改善

が求められる。実証運行では、3 月 10 日(木)のサバナケットでの仕分けを基準に、余裕を

持って前日には貨物が到着するようなスケジュールを採用した。さらに、荷受人に届く納期

も、余裕を設けてもらったケースもある。本格運用時は、このようなバッファをできるだけ

少なくして、輸送速度を高める取り組みが必要である。３．２の結果が示すように、この場

合にボトルネックとなるのが、各国境通関の開庁時間である。例えば、タイ側の国境におい

ては、3 月 10 日 18 時に国境に到着し、翌朝の開庁時間まで待機した。サバナケットでの仕

分けが終わり次第、翌朝まで待たずに通関へ進むことができれば、移動していない待ち時間

が短縮されることになる。 
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４． 共同集荷・共同輸送システムの実現に向けた具体的な提言 
今回の実証運行ではベトナム、ラオス、タイの三国の貨物を共同集荷・共同輸送シス

テムを使って実施した。目指すべき姿は、下図の通り、GMS でサービス提供することで

あり、これが ASEAN の経済発展に寄与するものである。 

ここでは GMS での共同集荷・共同輸送システムの実現に向けた課題とその対応策に

ついて提言する。 

 

 
図 43 多方面向けのサービス展開（将来イメージ） 
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４.１. 明らかになった課題の改善検討 

ここでは実証実験で明らかになった課題に対応した改善策を検討した。 
 

１） 物流インフラ関連の課題 

 サバナケットの国境税関にある倉庫（今回の実証実験で活用）は、以下の点で共同

集荷・共同輸送システムの提供者が利用しにくい。 
 トラックの荷役が実施しにくく、特にウィング車が横付けしてフォークリフト

で荷役が可能な扉（出入口）がない 
 レベラーのような倉庫の床とトラックの荷台の高さを揃える機能がない。 
 完成車などの貨物が置かれており、荷役や一時保管のスペースが制限されてお

り、どういう位置づけで利用されているかが不明瞭である。 
 共同集荷・共同輸送システムの積替え拠点として活用する場合は、保税倉庫が不可

欠であり、ラオス税関の管理の観点からもサバナケットの国境税関にある倉庫は

有用であり、共同集荷・共同輸送システムの専用利用（当面は区分利用もありえる）

を提案し、以下のラオス税関の課題解決にもつなげることが有効である。 
 

 積替えが発生する共同集荷・共同輸送システムを前提とせずに、傭車でドアツード

アの荷姿で設計されていることからバンコク・ビエンチャン・ハノイの倉庫やサバ

ナケットの国境税関にある倉庫で、荷姿や重量によって荷役に時間がかかるケース

があった。 
 共同集荷・共同輸送システムでは、発着地での車上渡しでなく、積替え拠点での積

替えが発生することから、荷姿や重量について、荷主の意見をもとに基準を設け、

一方では積替え拠点でのそれらの基準に従った荷役機器を整備することで対応す

る。具体的にはパレットや日本国内で活用されるカゴ車などの標準を共同集荷・共

同輸送システムの提供者が設定していくことが有効である。その際は他の路線で

共同集荷・共同輸送システムの提供者とも調整し、共通化することが望ましい。 
 

２） 通関等の諸手続き関連の課題 

 ラオス税関では混載（LCL レベル）の保税経験がなく、制度の整備から実施する必

要がある 
 今回の実証実験結果から税関側に共同集荷・共同輸送システムの有用性を説明し、

税関視点でも問題ないことを説明し、LCL に対応した法制度をラオス税関に求め

ていく。 
 

 タイ税関では件数が少ないとバンコク近郊 CFS で輸出通関と保税輸送の手続きが

できず国境税関での実施を指示された 
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 今回の実証実験結果から税関側にバンコクの CFS をトラックが出発してから計画

されたダイヤ通りにラオスやベトナムの CFS に到着することが共同集荷・共同輸

送システムで有用であることを説明し、タイ税関に対して CFS での通関を運用面

で徹底してもらう。 
 

 ラオス税関ではベトナムからのラオス輸入貨物について、国境税関で輸入通関を実

施せずにサバナケットまで保税輸送する制度がない（ラオス税関では必要性を感じ

ていない） 
 今回の実証実験結果から税関側に CFS をトラックが出発してから計画されたダイ

ヤ通りにラオスやベトナムの CFS に到着することが共同集荷・共同輸送システム

で有用であることを説明し、そのためには通関などの諸手続きで貨物が止まる場

所を 1 ヶ所にすべきであることをラオス税関に説明し、サバナケットで集中して

手続きが可能としていく。 
 

 通関手続きの内容や場所が不確定であると、急な変更によってサバナケットの運行

時間に間に合わないリスクが生じる 
 CFS をトラックが出発してから計画されたダイヤ通りにラオスやベトナムのCFS
に到着することが共同集荷・共同輸送システムで有用であることを説明し、サバナ

ケットの積替え拠点や各国の CFS 以外では大きな問題が生じない限りは貨物が止

まらないようにすることが共同集荷・共同輸送システムには有用であることをラ

オス税関に説明し、サバナケット以外ではトラックや貨物が止まらないように要

請していく。 
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４.２. 物流環境改善に向けた具体的な提言 

ここでは今回の実証実験の準備段階や結果を受けて、中長期的に共同集荷・共同輸送

システムが ASEAN の経済発展のインフラとなるための提言を検討した。 

 

１） 物流インフラに対する課題と提言 

物流インフラに対する課題と提言は以下のとおりである。 

 

 ダイヤを守る観点から積替え拠点の荷役時間を最小化し、定期サービスを提供可能

とする必要がある。 
 共同集荷・共同輸送システムでは、輸出側の CFS で預かる時間と、輸入側の CFS
で受け取る時間が定期サービスとして一定していることが最大の特性である。今

後、各国に整備される積替え拠点（今回の実証実験ではサバナケットの走行）と

CFS（今回の実験ではバンコク、ハノイ、ビエンチャンの拠点）との設備や荷役機

器などの標準化を図っていく。これによって新規に共同集荷・共同輸送システムへ

参加することを容易としていく。一方では設備や荷役機器などの標準化に従い、荷

主から預かる形態も標準化が必要となる。 
 

 荷主が活用し易い均一化したサービスを提供する必要がある。 
 CFS や積替え拠点の入出荷時間が守られるように荷役等のオペレーションや行政

手続きをシームレスに実施可能としていく。先述のとおり、設備や荷役機器などの

標準化に対応して、荷主が CFS に持ち込む貨物の荷姿も、例えば 1100×1100 の

パレットやカゴ車などに統一することも想定されよう。 
 

２） 通関手続きに関する課題と提言 

通関等の行政諸手続きに対する課題と提言は以下のとおりである。 

 

 ASEAN 全体へと共同集荷・共同輸送システムを広げるには保税輸送の概念やルー

ルを統一基準で運用する必要がある。 
 各国で通関手続きのシングルウィンドウ化が進展しており、この中に LCL の保税

輸送を盛り込むことで共同集荷・共同輸送システムが実現し易くなる。 
 また、通関の 24 時間化が実現できれば、移動していない待ち時間が短縮されるこ

とになり、輸送速度の向上が可能となる。 
 

 タイ税関ではラオスとタイ以外の国を通過する保税を認めていない。例えばラオス

でシンガポール向けに海上コンテナに混載してラオスから保税輸送の陸路でレムチ

ャバン港に輸送し、船積みすることができない。 
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 ASEAN 内はもとより、緒外国との輸出入に対して通過する貨物の保税輸送を認め

ることが ASEAN の発展に寄与することを説明していく。 
 

３） 企業活動に関する課題と提言 

ここでは今回の実証実験の結果を受けて、中長期的に共同集荷・共同輸送システムが

ASEAN での企業活動に不可欠な物流インフラとなるための提言を検討した。 

 
 ASEAN の荷主企業が国境を感じることなく、小ロットから ASEAN 内の様々な地

域へと共同集荷・共同輸送システムを使って輸送可能としていく必要がある。 
 共同集荷・共同輸送システムでは、輸出側の CFS で預かる時間と、輸入側の CFS
で受け取る時間が定期サービスとして一定していることが最大の特性であり、こ

の概念を様々な地域へと拡大していく必要がある。 
 需要が生じれば新たな共同集荷・共同輸送システムのネットワークが増幅される

ように、荷主に対して情報発信とその利便性を啓発する。 
 


